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(57)【要約】
　被処理水の流入部と、流入部より上方に位置する処理
水の流出部とを有し、流出部の高さまで嫌気性汚泥を含
む被処理水が保持された、上向流式の嫌気性反応槽と、
嫌気性反応槽に設けられた液体の供給管とを有する水処
理装置であって、供給管は、嫌気性反応槽内の被処理水
の上部１／３の領域または水面より上方に位置する開口
を有し、開口が略水平方向に向いている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理水の流入部と、前記流入部より上方に位置する処理水の流出部とを有し、前記流
出部の高さまで嫌気性汚泥を含む被処理水が保持された、上向流式の嫌気性反応槽と、
　前記嫌気性反応槽に設けられた液体の供給管とを有する水処理装置であって、
　前記供給管は、前記嫌気性反応槽内の被処理水の上部１／３の領域または水面より上方
に位置する開口を有し、前記開口が略水平方向に向いていることを特徴とする水処理装置
。
【請求項２】
　前記開口は、前記嫌気性反応槽内の水面を含む位置に設けられている請求項１に記載の
水処理装置。
【請求項３】
　前記供給管から供給される液体の供給時間は、１時間当たり２秒以上２０分以下である
請求項１または２に記載の水処理装置。
【請求項４】
　前記供給管から供給される液体の１日当たりの供給量は、前記被処理水の１日当たりの
流入量の１／２００以上１／１０以下である請求項１～３のいずれか一項に記載の水処理
装置。
【請求項５】
　前記水処理装置は、前記嫌気性反応槽の流出部に連通し、前記嫌気性反応槽の処理水が
濃縮される濃縮槽と、
　前記濃縮槽で得られた濃縮汚泥を前記供給管に移送する移送手段とを、さらに有し、
　前記濃縮汚泥を前記液体として用いる請求項１～４のいずれか一項に記載の水処理装置
。
【請求項６】
　前記嫌気性反応槽には、水面を前記流出部を含む部分と前記流出部を含まない部分とに
分ける仕切り部材が設けられ、
　前記供給管の開口は、前記流出部を含まない部分またはその上方もしくは下方に位置す
るように設けられている請求項１～５のいずれか一項に記載の水処理装置。
【請求項７】
　被処理水の流入部と、前記流入部より上方に位置する処理水の流出部とを有し、前記流
出部の高さまで嫌気性汚泥を含む被処理水が保持された、上向流式の嫌気性反応槽と、
　前記嫌気性反応槽内の被処理水の上部１／３の領域に設けられた撹拌板とを有すること
を特徴とする水処理装置。
【請求項８】
　前記嫌気性反応槽には、水面を前記流出部を含む部分と前記流出部を含まない部分とに
分ける仕切り部材が設けられ、
　前記撹拌板は、前記流出部を含まない部分の下方に設けられている請求項７に記載の水
処理装置。
【請求項９】
　前記嫌気性反応槽に保持された被処理水中に傾斜板が設けられ、
　前記傾斜板は、上端が、前記仕切り部材に接続するか、前記流出部を含まない部分また
はその上方もしくは下方に位置し、下端が前記流出部を含む部分の下方に位置する請求項
６または８に記載の水処理装置。
【請求項１０】
　前記嫌気性反応槽は、底部から水面までの高さが、前記嫌気性反応槽内の最大水平方向
長さよりも短い請求項１～９のいずれか一項に記載の水処理装置。
【請求項１１】
　被処理水を上向流式で嫌気性反応槽に導入し、嫌気性汚泥と接触させることにより嫌気
性処理を行う嫌気性処理工程と、
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　略水平方向に向いた開口を有し、前記開口が前記嫌気性反応槽内の被処理水の上部１／
３の領域または水面より上方に位置するように設けられた液体の供給管から、前記開口を
通じて、前記嫌気性反応槽内の被処理水に液体を供給する液体供給工程とを有することを
特徴とする水処理方法。
【請求項１２】
　前記開口は、前記嫌気性反応槽内の水面を含む位置に設けられている請求項１１に記載
の水処理方法。
【請求項１３】
　前記液体供給工程を、１時間当たり２秒以上２０分以下行う請求項１１または１２に記
載の水処理方法。
【請求項１４】
　前記液体の１日当たりの供給量が、前記被処理水の１日当たりの流入量の１／２００以
上１／１０以下である請求項１１～１３のいずれか一項に記載の水処理方法。
【請求項１５】
　前記嫌気性処理工程で得られた処理水を濃縮して濃縮汚泥を得る濃縮工程をさらに有し
、
　前記濃縮汚泥を、前記供給管に移送して、前記液体として用いる請求項１１～１４のい
ずれか一項に記載の水処理方法。
【請求項１６】
　前記嫌気性反応槽は処理水の流出部を有し、水面を前記流出部を含む部分と前記流出部
を含まない部分とに分ける仕切り部材が設けられ、
　前記液体供給工程において、前記液体を、前記流出部を含まない部分またはその下方に
供給する請求項１１～１５のいずれか一項に記載の水処理方法。
【請求項１７】
　被処理水を上向流式で嫌気性反応槽に導入し、嫌気性汚泥と接触させることにより嫌気
性処理する嫌気性処理工程と、
　前記嫌気性反応槽内の被処理水の上部１／３の領域に設けられた撹拌板により、被処理
水を撹拌する撹拌工程とを有することを特徴とする水処理方法。
【請求項１８】
　前記嫌気性反応槽は処理水の流出部を有し、水面を前記流出部を含む部分と前記流出部
を含まない部分とに分ける仕切り部材が設けられ、
　前記撹拌板は、前記流出部を含まない部分の下方に設けられている請求項１７に記載の
水処理方法。
【請求項１９】
　前記嫌気性反応槽に保持された被処理水中に傾斜板が設けられ、
　前記傾斜板は、上端が、前記仕切り部材に接続するか、前記流出部を含まない部分また
はその上方もしくは下方に位置し、下端が前記流出部を含む部分の下方に位置する請求項
１６または１８に記載の水処理方法。
【請求項２０】
　前記嫌気性反応槽は、底部から水面までの高さが、前記嫌気性反応槽内の最大水平方向
長さよりも短い請求項１１～１９のいずれか一項に記載の水処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上向流式の嫌気性反応槽を有する水処理装置と、当該嫌気性反応槽を用いた
水処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被処理水を上向流式で嫌気性微生物を含む汚泥（嫌気性汚泥）と接触させて嫌気
性処理を行う水処理装置や水処理方法が知られている。例えば、特許文献１，２には、Ｕ
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ＡＳＢ（Ｕｐｆｌｏｗ　Ａｎａｅｒｏｂｉｃ　Ｓｌｕｄｇｅ　Ｂｌａｎｋｅｔ：上向流嫌
気性汚泥床）法により嫌気性処理を行う嫌気性反応槽を含む水処理装置が開示されており
、ＵＡＳＢ法では、嫌気性汚泥が、比較的沈降性の高い粒状に形成されたグラニュール汚
泥として嫌気性反応槽内に保持されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２５４５８８号公報
【特許文献２】特開２００２－２６３６８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　嫌気性反応槽では、被処理水を嫌気性処理することによりメタンガス等が発生するため
、処理に伴って汚泥の一部がガスとともに水面まで浮上する。特に上向流式の嫌気性反応
槽では、反応槽内の上向きの水の流れによっても汚泥の浮上が促進される。浮上した汚泥
は、そのまま放置すると嫌気性反応槽から流出し、嫌気性反応槽内での嫌気性汚泥濃度の
低下を招く。これに対して、特許文献１，２に開示された水処理装置では、浮上した汚泥
の沈降を促すために、嫌気性反応槽内の水面より上方にスプレー手段を設けている。しか
し本発明者らが検討したところ、水面の上方からスプレーする方法では、浮上した汚泥の
流出抑制効果は十分とはいえず、嫌気性反応槽内に保持された被処理水の汚泥濃度を高く
維持することは難しいことが明らかになった。
【０００５】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、上向流式の嫌気性反応槽
を用いて嫌気性処理を行うにあたり、嫌気性反応槽からの汚泥の流出を抑え、嫌気性反応
槽内に保持された被処理水の汚泥濃度を高く維持することができる水処理装置および水処
理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決することができた本発明の水処理装置とは、被処理水の流入部と、流入
部より上方に位置する処理水の流出部とを有し、流出部の高さまで嫌気性汚泥を含む被処
理水が保持された、上向流式の嫌気性反応槽と、嫌気性反応槽に設けられた液体の供給管
とを有する水処理装置であって、前記供給管は、嫌気性反応槽内の被処理水の上部１／３
の領域または水面より上方に位置する開口を有し、前記開口が略水平方向に向いていると
ころに特徴を有する。本発明の水処理装置によれば、略水平方向に向いた開口を有する供
給管から液体を供給することにより、嫌気性反応槽に保持された被処理水の水面近くを撹
乱して、略水平方向の水の流れを形成することができ、ガスを抱き込んだ形で水面に浮上
した汚泥からガスを効果的に分離できる。そのため、嫌気性反応槽内の被処理水の水面に
浮上した汚泥を沈降させやすくなり、被処理水の汚泥濃度を高く維持することができる。
【０００７】
　本発明の水処理装置は、被処理水の流入部と、流入部より上方に位置する処理水の流出
部とを有し、流出部の高さまで嫌気性汚泥を含む被処理水が保持された、上向流式の嫌気
性反応槽と、嫌気性反応槽内の被処理水の上部１／３の領域に設けられた撹拌板とを有す
るものであってもよい。この場合、嫌気性反応槽内の被処理水の上部１／３の領域に設け
た撹拌板を動かすことにより、水面に浮上した汚泥を揺動して汚泥からガスを分離し、汚
泥を沈降させることができ、被処理水の汚泥濃度を高く維持することができる。
【０００８】
　供給管の開口は、嫌気性反応槽内の水面を含む位置に設けられていることが好ましい。
供給管の開口が嫌気性反応槽内の水面を含む位置に設けられれば、液体を開口から吐出す
ることにより、被処理水の水面近くを広範囲にわたって撹乱しやすくなる。
【０００９】
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　供給管から供給される液体の供給時間は、１時間当たり２秒以上２０分以下であること
が好ましい。液体の供給時間をこのように調整することで、液体を供給することにより汚
泥の沈降を効果的に促すことができるとともに、液体の供給により汚泥が過度に細分化す
るのを防ぐことができ、これにより嫌気性反応槽からの汚泥の流出を好適に抑制すること
ができる。
【００１０】
　供給管から供給される液体の１日当たりの供給量は、被処理水の１日当たりの流入量の
１／２００以上１／１０以下であることが好ましい。このように液体の供給量を調整する
ことで、汚泥の細分化を抑えつつ、汚泥の沈降を促して、嫌気性反応槽からの汚泥の流出
を好適に抑えることができる。
【００１１】
　本発明の水処理装置は、嫌気性反応槽の流出部に連通し、嫌気性反応槽の処理水が濃縮
される濃縮槽と、濃縮槽で得られた濃縮汚泥を供給管に移送する移送手段とをさらに有し
、濃縮汚泥を前記液体として用いるものであることが好ましい。嫌気性反応槽から流出し
た処理水を濃縮して回収し、これを供給管から供給する液体として用いることにより、嫌
気性反応槽内の被処理水の汚泥濃度を高く維持することができる。
【００１２】
　嫌気性反応槽には、水面を、流出部を含む部分と流出部を含まない部分とに分ける仕切
り部材が設けられ、供給管の開口が流出部を含まない部分またはその上方もしくは下方に
位置するように設けられ、あるいは、撹拌板が流出部を含まない部分の下方に設けられる
ことが好ましい。嫌気性反応槽に仕切り部材を設けることにより、嫌気性反応槽内の水面
の流出部を含まない部分に浮上した汚泥が流出部から流出しにくくなり、流出部を含まな
い部分に浮上した汚泥を効率的に沈降させることができる。
【００１３】
　嫌気性反応槽に仕切り部材が設けられる場合、嫌気性反応槽に保持された被処理水中に
傾斜板が設けられることが好ましい。この場合、傾斜板は、上端が、仕切り部材に接続す
るか、流出部を含まない部分またはその上方もしくは下方に位置し、下端が流出部を含む
部分の下方に位置することが好ましい。このように傾斜板を設けることにより、被処理水
中で浮上した汚泥が流出部を含まない部分に集まりやすくなり、嫌気性反応槽からの汚泥
の流出を抑えることができる。
【００１４】
　嫌気性反応槽は、底部から水面までの高さが、嫌気性反応槽内の最大水平方向長さより
も短いことが好ましい。この場合、嫌気性反応槽は水平方向の長さに対して深さ方向の長
さが短く形成されるため、供給管から液体を供給したり撹拌板によって撹拌したりして汚
泥を沈降させる際、汚泥が嫌気性反応槽の底部まで沈降しやすくなる。その結果、嫌気性
反応槽内でより多くの汚泥が嫌気性処理に有効に寄与しやすくなり、嫌気性反応槽全体の
処理性能を高めることができる。
【００１５】
　本発明はまた、被処理水を上向流式で嫌気性反応槽に導入し、嫌気性汚泥と接触させる
ことにより嫌気性処理を行う嫌気性処理工程と、略水平方向に向いた開口を有し、前記開
口が嫌気性反応槽内の被処理水の上部１／３の領域または水面より上方に位置するように
設けられた液体の供給管から、前記開口を通じて、嫌気性反応槽内の被処理水に液体を供
給する液体供給工程とを有する水処理方法も提供する。本発明の水処理方法によれば、前
記のように形成された供給管の開口から液体を供給することにより、嫌気性反応槽に保持
された被処理水の水面近くを撹乱して、略水平方向の水の流れを形成することができる。
そのため、ガスを抱き込んだ形で水面に浮上した汚泥からガスを効果的に分離でき、これ
により水面に浮上した汚泥の沈降を促し、嫌気性反応槽内の被処理水の汚泥濃度を高く維
持することができる。開口は、嫌気性反応槽内の水面を含む位置に設けられていることが
より好ましい。
【００１６】
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　本発明の水処理方法は、被処理水を上向流式で嫌気性反応槽に導入し、嫌気性汚泥と接
触させることにより嫌気性処理する嫌気性処理工程と、嫌気性反応槽内の被処理水の上部
１／３の領域に設けられた撹拌板により、被処理水を撹拌する撹拌工程とを有するもので
あってもよい。この場合、嫌気性反応槽に保持された被処理水の上部１／３の領域に設け
た撹拌板により被処理水を撹拌することにより、水面に浮上した汚泥を揺動して汚泥から
ガスを分離して、汚泥を沈降させることができ、被処理水の汚泥濃度を高く維持すること
ができる。
【００１７】
　液体供給工程は、１時間当たり２秒以上２０分以下行うことが好ましい。また、液体の
１日当たりの供給量が、被処理水の１日当たりの流入量の１／２００以上１／１０以下で
あることが好ましい。このように液体供給工程を行うことにより、汚泥の細分化を抑えつ
つ、汚泥の沈降を促して、嫌気性反応槽からの汚泥の流出を好適に抑えることができる。
【００１８】
　本発明の水処理方法は、嫌気性処理工程で得られた処理水を濃縮して濃縮汚泥を得る濃
縮工程をさらに有し、濃縮汚泥を供給管に移送して前記液体として用いることが好ましい
。嫌気性処理工程で得られた処理水を濃縮し、得られた濃縮汚泥を供給管に移送して前記
液体として用いることにより、嫌気性反応槽内の被処理水の汚泥濃度を高く維持すること
ができる。
【００１９】
　嫌気性反応槽は処理水の流出部を有し、水面を、流出部を含む部分と流出部を含まない
部分とに分ける仕切り部材が設けられることが好ましい。この場合、前記液体を、流出部
を含まない部分またはその下方に供給するか、撹拌板を、流出部を含まない部分の下方に
設けることが好ましい。嫌気性反応槽をこのように構成し、液体の供給や被処理水の撹拌
を行うことにより、被処理水の水面の流出部を含まない部分に浮上した汚泥が流出部から
流出しにくくなり、流出部を含まない部分に浮上した汚泥を効率的に沈降させることがで
きる。さらに嫌気性反応槽に保持された被処理水中には傾斜板が設けられることが好まし
く、傾斜板は、上端が、仕切り部材に接続するか、流出部を含まない部分またはその上方
もしくは下方に位置し、下端が流出部を含む部分の下方に位置するように設けられること
が好ましい。このように傾斜板を設けることにより、被処理水中で浮上した汚泥が流出部
を含まない部分に集まりやすくなり、嫌気性反応槽からの汚泥の流出を抑えることができ
る。
【００２０】
　嫌気性反応槽は、底部から水面までの高さが、嫌気性反応槽内の最大水平方向長さより
も短いことが好ましい。この場合、嫌気性反応槽は水平方向の長さに対して深さ方向の長
さが短く形成されるため、液体供給工程や撹拌工程で汚泥を沈降させる際、汚泥が嫌気性
反応槽の底部まで沈降しやすくなる。その結果、嫌気性反応槽内でより多くの汚泥が嫌気
性処理に有効に寄与しやすくなり、嫌気性処理性能を高めることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の水処理装置および水処理方法によれば、略水平方向に向いた開口を有し、当該
開口が嫌気性反応槽に保持された被処理水の水面近傍に位置するように設けられた供給管
から、液体を供給したり、あるいは水面近傍で被処理水を撹拌することにより、嫌気性反
応槽内の水面に浮上した汚泥からガスを効果的に分離できる。これにより、嫌気性反応槽
内の水面に浮上した汚泥を沈降させて、被処理水の汚泥濃度を高く維持することができ、
嫌気性処理を好適に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の水処理装置の構成例を表す。
【図２】本発明の水処理装置の構成例を表す。
【図３】本発明の水処理装置の構成例を表す。
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【図４】本発明の水処理装置の構成例を表す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明は、嫌気性反応槽を備えた水処理装置と、嫌気性反応槽にて被処理水を嫌気性汚
泥と接触させて嫌気性処理する水処理方法に関する。本発明は、嫌気性反応槽で被処理水
を上向流式で嫌気性汚泥と接触させて嫌気性処理する際に、嫌気性反応槽から嫌気性汚泥
が流出するのを抑え、嫌気性処理を効率的に行うことを可能とするものである。
【００２４】
　本発明ではまず、嫌気性反応槽に被処理水を導入し、嫌気性汚泥と接触させることによ
り嫌気性処理を行う（嫌気性処理工程）。被処理水は、嫌気性反応槽内で処理される水を
意味し、少なくとも有機物を含有していればよい。本発明において処理対象となる原水、
すなわち嫌気性反応槽に導入される水としては、例えば、トイレや洗濯、風呂、台所排水
等を含む下水やし尿等の生活排水が挙げられる。これ以外にも、畜産糞尿、食品工場や製
紙工場等から発生する工場排水、厨房排水、これらの処理に伴い発生するプロセス排水等
も対象となる。
【００２５】
　原水の性状は特に制限されない。例えば、嫌気性処理により、あるいはそれに簡易な後
処理（例えば固液分離処理等）を組み合わせることにより、河川等に放流可能なレベルま
でＢＯＤ(生物学的酸素要求量)濃度を低減するためには、原水のＢＯＤ濃度は平均で３０
ｍｇ／Ｌ～６００ｍｇ／Ｌ程度であることが好ましいが、ＢＯＤ濃度がさらに高くてもよ
い（例えば、２，０００ｍｇ／Ｌ以下）。
【００２６】
　嫌気性反応槽には、嫌気性汚泥を含む被処理水が保持されている。嫌気性汚泥にはメタ
ン菌等の嫌気性微生物が含まれており、嫌気性反応槽では、メタン菌等の働きにより、被
処理水中の有機物がバイオガス（メタンガスや炭酸ガス）に変換されたり、資化される。
嫌気性汚泥は分散状態で被処理水中に浮遊していてもよく、粒状に形成されたグラニュー
ル汚泥として存在していてもよい。汚泥の分散状態には、汚泥がフロック状やスカム状に
分散している状態も含まれる。なお、本明細書において、「嫌気性汚泥」を単に「汚泥」
と称する場合がある。
【００２７】
　嫌気性反応槽の形状は特に限定されず、代表的には、略円筒形や略直方体が挙げられる
。嫌気性反応槽は、ＵＡＳＢ法で用いられる反応槽のように鉛直方向に長い形状であって
もよく、一般的な水処理の反応槽のように水平方向に長い形状であってもよい。例えば、
本発明の水処理装置を浄化槽に適用する場合は、嫌気性反応槽は、軸が横方向になるよう
に設置された略円筒形の形状とすることができる。
【００２８】
　嫌気性反応槽は上向流式であり、被処理水の流入部と、当該流入部よりも上方に位置す
る処理水の流出部を有する。これにより、嫌気性反応槽には、流出部の高さまで嫌気性汚
泥を含む被処理水が保持される。なお、流出部の高さとは、嫌気性反応槽から処理水が流
出する最も低い位置の高さを意味し、例えば嫌気性反応槽の側面に排出部として開口が設
けられ、この開口から自然流下により処理水が流出する場合は、当該開口の最も低い位置
を意味する。なお流出部は、処理水が流出する部分であれば、開口に限らず、例えば、越
流堰によって形成されてもよい。流出部から流出した処理水の一部は嫌気性反応槽に返送
されてもよい。
【００２９】
　嫌気性反応槽は、被処理水が上向流式で導入されることにより、嫌気性反応槽内で汚泥
が嫌気性反応槽内で沈降しにくくなり、汚泥が被処理水中で浮遊状態で存在しやすくなる
。これにより、被処理水と汚泥との接触効率を高めて、例えば不溶性のＢＯＤ成分であっ
ても効率的な除去（分解）が可能となる。なお嫌気性反応槽は、流出部が流入部よりも上
方に位置することで、全体で見て嫌気性反応槽内に被処理水の上向きの流れが形成される
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ものであればよい。
【００３０】
　流入部は、嫌気性反応槽の下部に設けられる。具体的には、嫌気性反応槽内の被処理水
の下部１／３の領域に設けられ、好ましくは下部１／４の領域に設けられ、より好ましく
は下部１／５の領域に設けられる。流入部は嫌気性反応槽の底部近くに設けられてもよく
、これにより嫌気性反応槽で汚泥が沈降するのを防ぎやすくなる。
【００３１】
　流入部は、嫌気性反応槽の下部に、複数箇所設けられることが好ましい。これにより、
嫌気性反応槽内での被処理水の上向きの流れを均一に形成しやすくなる。また、被処理水
と汚泥との接触効率も高めやすくなる。
【００３２】
　流入部からは、被処理水が上方向に導入されても、被処理水が下方向に導入されても、
また水平方向や斜め方向に導入されてもよい。例えば、流入部において、被処理水が下方
向または斜め下方向に導入されれば、汚泥が嫌気性反応槽の底部に堆積するのを防ぎやす
くなる。なお汚泥中には、メタン菌等の嫌気性微生物以外に、砂等の比較的比重が大きい
固形分が含まれる場合があることから、嫌気性反応槽内でこれらの固形分を比重分離させ
てもよい。すなわち、砂等の比較的比重の大きい固形分を嫌気性反応槽内で沈降させて、
比較的比重の小さい嫌気性微生物等である汚泥を被処理水中に浮遊させることにより、砂
等を嫌気性反応槽から排除しやすくしてもよい。この場合は、流入部から被処理水を上方
向または斜め上方向に導入することが好ましい。また、流入部より下方に、嫌気性反応槽
内で沈降した汚泥（固形分）の抜出部を設けてもよい。
【００３３】
　嫌気性反応槽には、散気装置や撹拌装置（例えば、プロペラ式撹拌装置）等、嫌気性反
応槽内を均質化する機構が設けられないことが好ましく、特に嫌気性反応槽の下部にこれ
らの装置が設けられないことが好ましい。散気装置や撹拌装置は被処理水の撹拌手段とし
て機能するが、汚泥が過度に細分化されて分散性が高まることを抑制する点から、これら
の装置によって被処理水が広範囲にわたって強制的に撹拌されないことが好ましい。なお
、汚泥掻き寄せ機等、汚泥を細分化しない非常に低速で移動する機構は具備されていても
よい。
【００３４】
　嫌気性反応槽に保持される被処理水の浮遊物質濃度（ＳＳ濃度）は、効率的な嫌気性処
理を実現する点から、１，０００ｍｇ／Ｌ以上が好ましく、５，０００ｍｇ／Ｌ以上がよ
り好ましく、１０，０００ｍｇ／Ｌ以上がさらに好ましい。一方、嫌気性反応槽に保持さ
れる被処理水の浮遊物質濃度の上限は、嫌気性反応槽からの汚泥の流出を勘案すると、一
般的には５０，０００ｍｇ／Ｌ以下となる。被処理水の浮遊物質濃度は、スタンダードメ
ソッド（Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater）に記載の方
法に基づいて求める。なお、測定用の試料は、嫌気性反応槽の流入部から流出部まで範囲
の異なる高さの１０箇所以上から採取する。この際、流入部から流出部までの高さ範囲で
できるだけ均等間隔となるよう採取位置を調整する。これら採取した試料を等量混合し、
測定に供する。
【００３５】
　嫌気性反応槽内の被処理水の酸化還元電位（ＯＲＰ）は、嫌気性細菌の活動を促進する
点から、－１５０ｍＶ以下であることが好ましく、－２００ｍＶ以下がより好ましく、－
２５０ｍＶ以下がさらに好ましく、－３００ｍＶ以下が特に好ましい。嫌気性反応槽中の
被処理水の酸化還元電位の下限は特に限定されないが、例えば、－４５０ｍＶ以上が好ま
しい。
【００３６】
　嫌気性反応槽における被処理水の上向流の流速は、汚泥（特に嫌気性細菌）の沈降を防
ぎつつ、嫌気性反応槽からの汚泥の流出を抑える点から適宜定めればよい。なお、被処理
水と汚泥との接触効率を高めて、できるだけ効率的な処理を実現する点から、汚泥は分散
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状態で嫌気性反応槽内に保持されることが好ましく、このような汚泥の流出を抑える点か
ら、被処理水の上向流の線速度は１．５ｍ／ｈ未満が好ましく、１．０ｍ／ｈ未満がより
好ましく、０．８ｍ／ｈ以下がさらに好ましい。被処理水の上向流をこのような線速度に
調節することにより、嫌気性汚泥は、グラニュールを形成するよりもむしろ分散状態で存
在しやすくなり、被処理水との接触性向上による処理水質の向上が期待できる。この際、
嫌気性反応槽からの汚泥の流出を抑える点から、嫌気性反応槽の下部に汚泥の高濃度部分
が形成され、上部に汚泥の低濃度部分が形成されてもよく、また汚泥の高濃度部分と低濃
度部分の間には汚泥界面が形成されてもよい。被処理水の上向流の線速度の下限について
は、例えば、０．０５ｍ／ｈ以上が好ましく、０．１ｍ／ｈ以上がより好ましく、これに
より汚泥の完全な沈降を防止して、汚泥の分散状態を維持しやすくなる。被処理水の上向
流の線速度は、嫌気性反応槽への被処理水の供給量を、嫌気性反応槽の水平断面積で除す
ることにより求めることができる。嫌気性反応槽の水平断面積は、嫌気性反応槽の流入部
から流出部までの高さ方向の部分に保持される被処理水の容積（嫌気性反応槽の有効容積
）を、嫌気性反応槽の流入部から流出部までの高さ（水深）で除することにより求められ
る。
【００３７】
　被処理水の嫌気性反応槽の滞留時間（水理学的滞留時間；ＨＲＴ）は、所望の処理水性
状に応じて適宜設定すればよく、例えば、１時間以上が好ましく、２時間以上がより好ま
しく、また２４時間以下が好ましく、１２時間以下がより好ましく、８時間以下がさらに
好ましい。被処理水の嫌気性反応槽の滞留時間は、嫌気性反応槽への被処理水の供給量を
嫌気性反応槽の有効容積で除することにより求められる。
【００３８】
　ところで嫌気性反応槽では、被処理水を嫌気性処理することによりメタンガス等が発生
するが、処理に伴って、汚泥の一部がガスを抱き込んで嫌気性反応槽内の水面まで浮上す
る。このように浮上した汚泥は、そのまま放置すると嫌気性反応槽から流出し、その結果
、嫌気性反応槽内での嫌気性細菌濃度が低下し、処理性能の低下を招く。そこで本発明で
は、嫌気性反応槽に保持された被処理水の水面近傍から液体を供給している。これにより
、水面に浮上した汚泥が揺動されてガスが汚泥から分離し、汚泥の沈降が促され、被処理
水の汚泥濃度を高く維持することが可能となる。
【００３９】
　液体の供給は、嫌気性反応槽に保持された被処理水の水面に浮上した汚泥を沈降させる
ことを目的に行われる。本発明者らが検討したところ、ガスを抱き込んだ形で水面に浮上
した汚泥からガスを分離するためには、水面近くの水を撹乱させることが効果的であり、
特に水面近くで略水平方向の水の流れを形成することで、汚泥の下に保持されたガスが効
率的に除去され、汚泥の沈降を促すことができることが分かった。そのために、本発明で
は、略水平方向に向き、嫌気性反応槽内の水面近傍に位置した開口を有する供給管を設け
ている。このように形成された供給管から液体を供給することにより、液体が供給管の開
口から略水平方向に吐出され、水面近くに略水平方向の流れを形成することができる。
【００４０】
　なお本発明者らは、水面に浮上した汚泥からガスを除去する方法として、水面の上方か
らスプレーする方法も検討したが、この方法では汚泥の下側に保持されたガスを効果的に
除去し、また汚泥の流出を抑制することは難しいことが分かった。特に、フロック状やス
カム状の汚泥（凝集作用により形成した浮遊質の汚泥集合体）の場合は、汚泥の下にガス
が大量に保持されやすいため、水面の上からスプレーするよりも、水面近くで略水平方向
の流れを形成することが有効となる。また、水面の上からスプレーすると、汚泥集合体が
細かく破壊されて分散性が高まり、かえって汚泥の流出が起こりやすくなる場合もある。
しかし、水面近くで略水平方向の流れを形成することにより、汚泥の過度の細分化が抑制
され、汚泥の沈降性を高めることができる。
【００４１】
　液体の供給管は、嫌気性反応槽内の水面近傍に液体を吐出するように開口が設けられて
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いる。供給管から吐出する液体の種類は特に限定されず、当該液体は汚泥等の固形分を含
むものであってもよい。液体としては、原水、嫌気性反応槽内の被処理水、処理水、嫌気
性汚泥を含む被処理水または処理水、水（水道水、工水、地下水、河川水等）、薬液等が
挙げられる。なお、処理水性状を低下させず、また用役費を低減する点から、液体として
は、処理水または嫌気性汚泥を含む処理水を用いることが好ましい。
【００４２】
　供給管の開口は、嫌気性反応槽内の水面（嫌気性反応槽に保持された被処理水の水面）
より下にあってもよく、上にあってもよく、水面を含む位置に設けられてもよい。供給管
の開口が嫌気性反応槽内の水面より下にある場合、供給管の開口は、嫌気性反応槽に保持
された被処理水の上部に位置すればよく、具体的には、嫌気性反応槽に保持された被処理
水の上部１／３の領域に位置すればよい。好ましくは、供給管の開口は、嫌気性反応槽に
保持された被処理水の上部１／４の領域に位置し、上部１／５の領域に位置することがよ
り好ましい。このような位置に供給管の開口を設ければ、嫌気性反応槽に保持された被処
理水の水面近くに略水平方向の流れを形成しやすくなるとともに、供給管から液体を被処
理水中に吐出した際に、汚泥の細分化が抑えられ、汚泥の沈降性を高めることができる。
供給管の開口は、嫌気性反応槽に保持された被処理水の水面近くに略水平方向の流れを効
果的に形成する点から、開口の少なくとも一部が嫌気性反応槽内の水面から上方および下
方に１５ｃｍ以内（すなわち鉛直方向に３０ｃｍの範囲内）にあるように設けられること
が好ましく、１０ｃｍ以内がより好ましく、５ｃｍ以内がさらに好ましい。
【００４３】
　開口は、嫌気性反応槽内の水面を含む位置に設けられることが特に好ましい。開口が嫌
気性反応槽内の水面を含む位置に設けられれば、液体を開口から吐出することにより、嫌
気性反応槽に保持された被処理水の水面近くを広範囲にわたって撹乱しやすくなる。すな
わち、供給管から吐出された液体が、供給管の開口近くから遠くに至る広い範囲で被処理
水面に着水し、これにより、広範囲にわたって被処理水の水面近くに略水平方向の流れを
形成することができる。
【００４４】
　供給管の開口は、略水平方向に向いている。これにより、供給管の開口から液体が略水
平方向に吐出されやすくなり、水面近くに略水平方向の流れを形成しやすくなる。例えば
、供給管の開口が水面より上にある場合は、供給管の開口が略水平方向に向いていること
により、より遠くまで液体を届けることができ、また水面に達した液体は、当該液体の有
する水平方向ベクトルにより、被処理水の水面近くに略水平方向の流れを効果的に形成す
ることができる。供給管の開口が水面下にある場合は、供給管の開口が略水平方向に向い
ていることにより、開口付近から被処理水中に略水平方向の流れを形成することができる
。なお開口から吐出された液体は、被処理水中では水の抵抗により、吐出方向に対して横
に広がるような流れを形成するため、面状に広い範囲にわたって水面近くの水を撹乱させ
ることができる。
【００４５】
　開口は、供給管の先端に形成されるものでもよく、供給管の途中に形成されるものでも
よい。前者の場合は、供給管の端面に開口が形成されることとなり、後者の場合は、供給
管の周面に開口が形成されることとなる。なお、供給管から液体を供給する際、所望の方
向に液体を吐出することが容易になる点から、開口は供給管の先端に形成することが好ま
しい。
【００４６】
　供給管の先端に開口が形成される場合、供給管は、先端にいくに従い内径が小さくなる
ように形成されていてもよく、これにより供給管の開口から液体を勢いよく吐出すること
ができる。なお、供給管は、先端にいくに従い内径が大きくなるように形成されていても
よく、先端まで内径が変わらないように形成されていてもよい。
【００４７】
　供給管には、開口が１つのみ設けられても、複数設けられてもよい。供給管は、途中で
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分岐するものであってもよく、分岐したそれぞれに開口が設けられてもよい。もちろん、
供給管は分岐しないものであってもよい。開口の形状や供給管の断面形状は、円形、楕円
形、卵形、多角形、不定形等、特に限定されない。
【００４８】
　本発明では、供給管の開口が水平面に対して±２０°以内の方向に向いている場合に、
略水平方向に向いているものとする。なお、水平面に対する角度は、上方を正とする。供
給管の開口は、好ましくは、水平面に対して±１５°以内の方向に向いており、より好ま
しくは、水平面に対して±１０°以内の方向に向いている。開口の向く角度は、開口が供
給管の端面に形成される場合は、供給管の先端部分の内径中心の延在方向に基づき定める
。開口が供給管の周面に形成される場合は、開口の中心を通る直線であって、供給管の内
径中心と直角に交わるように引いた直線の延在方向に基づき定める。開口の中心や供給管
の内径中心は、開口や供給管断面内縁の形状の重心から求める。
【００４９】
　供給管の開口は、略水平方向に向いている限り、水平面における開口方向（水平面に投
射した開口方向）は特に限定されない。例えば、嫌気性反応槽に液体の供給管の開口が１
個だけ設けられる場合は、開口は、嫌気性反応槽内の水面の水平面重心に対して時計回り
を正として±３０°以内の方向に向いていることが好ましく、±２０°以内の方向に向い
ていることがより好ましい。この場合、０°の方向は水面の水平面重心方向となる。この
ように開口を設けることにより、嫌気性反応槽に保持された被処理水の水面近くを広範囲
に撹乱して、効率的に汚泥の沈降を促すことができる。嫌気性反応槽に液体の供給管の開
口が２個以上設けられる場合は、開口を設ける位置に応じて、できるだけ広範囲にわたっ
て被処理水の水面近くを撹乱できるよう、開口の向く方向を適宜設定すればよい。この場
合、例えば、嫌気性反応槽内で旋回流が形成されるように、液体の供給管の開口を設ける
ことが好ましい。なお、液体の供給管の開口が１個だけ設けられる場合であっても、嫌気
性反応槽内にガイド板を設けるなどして、旋回流が形成されるようにしてもよい。
【００５０】
　本発明では、上記のように形成された開口を有する液体の供給管から、当該開口を通じ
て、液体を嫌気性反応槽に保持された被処理水に供給する（液体供給工程）。液体の供給
は、常時行ってもよいが、ある程度の量の汚泥が水面まで浮上した段階で液体の供給を行
って、汚泥の沈降を促すことが好ましい。従って、液体の供給は間欠的に行うことが好ま
しい。液体の供給を間欠的に行うことにより、当該液体の使用量を減らすことができると
ともに、必要以上に液体を供給することにより汚泥が細分化するのを防ぐことができる。
なお、液体供給工程は、嫌気性処理工程と同時に行ってもよく、別々に行ってもよい。
【００５１】
　汚泥の浮上の程度は、嫌気性処理により発生するガス量に応じて変化する。つまり、処
理負荷や処理条件に応じて変化する。そのため液体の供給頻度を一義的に定めることは難
しいが、例えば、液体の供給頻度は、２４時間に１回以上が好ましく、１２時間に１回以
上がより好ましく、６時間に１回以上がさらに好ましく、また１０分に１回以下が好まし
く、２０分に１回以下がより好ましい。
【００５２】
　液体の供給時間、すなわち液体供給工程を行う時間は、１時間当たり２０分以下が好ま
しく、１５分以下がより好ましく、１２分以下がさらに好ましい。液体の供給時間をこの
ような範囲に調整することで、液体を供給することにより汚泥が過度に細分化するのを防
ぐことができる。液体を供給するポンプ等の稼働に要するエネルギーを低減する観点から
は、液体の供給時間をさらに短くすることもでき、例えば１時間当たり１０分以下であっ
てもよく、８分以下であってもよく、５分以下であってもよく、３分以下であってもよい
。液体の供給時間の下限については、実施例でも実証されるように、例えば１時間当たり
２秒以上が好ましく、５秒以上がより好ましく、１０秒以上がさらに好ましく、１５秒以
上がさらにより好ましい。なお、ここで説明した液体の供給時間とは、１時間当たりの平
均供給時間を表し、例えば、２４時間のトータルの液体供給時間を測定し、それを１時間
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当たりに換算することで求められる。液体の供給時間は、例えば、ポンプの稼働時間から
求めることができる。
【００５３】
　液体の１日当たりの供給量は、被処理水の１日当たりの流入量の１／２００以上が好ま
しく、１／１５０以上がより好ましく、１／１００以上がさらに好ましく、また１／１０
以下が好ましく、１／１５以下がより好ましく、１／２０以下がさらに好ましい。このよ
うに液体の供給量を調整することで、汚泥の細分化を抑えつつ、汚泥の沈降を促して、嫌
気性反応槽からの汚泥の流出を好適に抑制することができる。液体の供給量を低減する観
点からは、液体の１日当たりの供給量は被処理水の１日当たりの流入量の１／２５以下で
あってもよく、１／３０以下であってもよい。なお、被処理水の流入量は、処理水の一部
を嫌気性反応槽に返送する場合は、その返送分を含まない量を意味する。
【００５４】
　供給管からの液体の供給速度は、嫌気性反応槽内の被処理水の水面近くを効果的に撹乱
させる点から、ある程度速い流速で行うことが好ましく、例えば、０．２ｍ／ｓ以上が好
ましく、０．３ｍ／ｓ以上がより好ましく、０．４ｍ／ｓ以上がさらに好ましい。一方、
あまり勢いよく液体を供給しても汚泥を細かく解砕するおそれがあることから、供給管か
らの液体の供給速度は、３．０ｍ／ｓ以下が好ましく、２．５ｍ／ｓ以下がより好ましく
、２．０ｍ／ｓ以下がさらに好ましい。なお、供給管からの液体の供給速度は、供給管の
開口における供給速度を意味する。
【００５５】
　本発明では、液体の供給管から液体を供給し、これにより被処理水の水面近くを撹乱す
る代わりに、嫌気性反応槽に保持された被処理水の上部に撹拌板を設けて、被処理水を撹
拌してもよい（撹拌工程）。嫌気性反応槽内の被処理水の上部に設けた撹拌板を動かすこ
とにより、水面に浮上した汚泥を揺動して汚泥からガスを分離し、汚泥を沈降させること
ができる。
【００５６】
　撹拌板は、略水平方向の水流を起こすように形成されていることが好ましく、例えば、
撹拌羽根のように回転移動するものであってもよく、略水平方向に平行移動するものであ
ってもよく、またフラップのように往復回転移動するものであってもよい。撹拌板の断面
形状は特に限定されず、四角形等の多角形、角の丸まった多角形、楕円形、円形、不定形
等、特に限定されない。
【００５７】
　撹拌板は、嫌気性反応槽内の被処理水の上部１／３の領域に設けられ、好ましくは上部
１／４の領域に設けられ、より好ましくは上部１／５の領域に設けられる。このような位
置に撹拌板を設けることにより、嫌気性反応槽に保持された被処理水の水面近くに略水平
方向の流れを形成しやすくなる。撹拌板はまた、少なくとも一部が水面から３０ｃｍ以内
に位置するように設けられることが好ましく、２０ｃｍ以内がより好ましく、１５ｃｍ以
内がさらに好ましい。
【００５８】
　撹拌工程は常時行ってもよいが、液体供給工程と同じように、間欠的に行うことが好ま
しい。撹拌工程を行う頻度は、２４時間に１回以上が好ましく、１２時間に１回以上がよ
り好ましく、６時間に１回以上がさらに好ましく、また１０分に１回以下が好ましく、２
０分に１回以下がより好ましい。撹拌工程を行う時間は、１時間当たり２０分以下である
ことが好ましく、１５分以下がより好ましく、１２分以下がさらに好ましく、また１時間
当たり１０秒以上が好ましく、１５秒以上がより好ましい。撹拌板の稼働に要するエネル
ギーを低減する観点からは、撹拌工程の時間をさらに短くすることもでき、例えば１時間
当たり１０分以下であってもよく、８分以下であってもよく、５分以下であってもよく、
３分以下であってもよい。撹拌工程を行う頻度および時間に関する技術的意義は、液体供
給工程の場合と同じである。撹拌工程は、嫌気性処理工程と同時に行ってもよく、別々に
行ってもよい。
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【００５９】
　撹拌板の移動速度は、嫌気性反応槽内の被処理水の水面近くを効果的に撹拌する点から
、０．０５ｍ／ｓ以上が好ましく、０．１０ｍ／ｓ以上がより好ましく、０．１５ｍ／ｓ
以上がさらに好ましい。一方、汚泥の解砕をできるだけ抑える点から、撹拌板の移動速度
は、１．５ｍ／ｓ以下が好ましく、１．２ｍ／ｓ以下がより好ましく、１．０ｍ／ｓ以下
がさらに好ましい。なお、撹拌板が回転移動や往復回転移動する場合は、回転中心と先端
の中点における線速度を移動速度とする。
【００６０】
　液体供給工程や撹拌工程では、嫌気性反応槽内の被処理水の水面近くを撹乱させること
により、水面に浮いた、特にフロック等の集合体を形成した汚泥の再沈降を促しているが
、集合体を形成した汚泥は、嫌気性反応槽内でできるだけ均一に存在していることが好ま
しい。従って、集合体を形成した汚泥が沈降する際、嫌気性反応槽のできるだけ底部まで
沈降するように嫌気性反応槽が形成されていることが好ましく、これにより、嫌気性反応
槽全体の処理性能を高めることができる。この点から、嫌気性反応槽は、水深が深くなり
過ぎないように形成されていることが好ましい。一方、このような状況で嫌気性反応槽の
処理量を確保するためには、嫌気性反応槽の設置面積を広くとることが必要となる。従っ
て、嫌気性反応槽は、底部から被処理水の水面までの高さが、嫌気性反応槽内の最大水平
方向長さよりも短く形成されていることが好ましく、前記最大水平方向長さの１／３以下
となるように形成されていることがより好ましい。このように嫌気性反応槽を形成するこ
とにより、嫌気性反応槽の処理性能と処理量の両方を高めることができる。なお、嫌気性
反応槽内の最大水平方向長さとは、嫌気性反応槽内の被処理水が保持される部分（空間）
で、水平方向に最大となる長さを意味する。
【００６１】
　嫌気性反応槽には、嫌気性反応槽内の水面を、流出部を含む部分と流出部を含まない部
分とに分ける仕切り部材が設けられていることが好ましい。このとき、供給管の開口は、
流出部を含まない部分またはその上方もしくは下方に位置するように設けられることが好
ましい。詳細には、供給管の開口は、被処理水の水面の流出部を含まない部分か、当該流
出部を含まない部分の鉛直上方の水面より上の空間か、当該流出部を含まない部分の鉛直
下方の被処理水中に位置するように設けられることが好ましい。そして、液体供給工程に
おいて、液体を、流出部を含まない部分またはその下方（すなわち被処理水の水面の流出
部を含まない部分か当該部分の鉛直下方の被処理水中）に供給することが好ましい。被処
理水中に撹拌板を設ける場合は、撹拌板は、前記流出部を含まない部分の下方（すなわち
流出部を含まない部分の鉛直下方の被処理水中）に設けられることが好ましい。このよう
に嫌気性反応槽に仕切り部材を設けることにより、嫌気性反応槽に保持された被処理水の
水面の流出部を含まない部分に浮上した汚泥が流出部から流出しにくくなり、流出部を含
まない部分に浮上した汚泥を効率的に沈降させることができる。
【００６２】
　仕切り部材は、供給管の開口よりも下まで延在するように設けられることが好ましい（
特に、供給管の開口が水面を含む位置かそれより下方に位置する場合）。このように仕切
り部材を設けることにより、流出部を含まない部分に浮上した汚泥を効率的に沈降させる
ことができる。
【００６３】
　仕切り部材は、嫌気性反応槽内の水面において連続的に設けられ、両端が嫌気性反応槽
の内面に接続していることが好ましいが、一部が断続的に設けられていてもよい。なお、
水面における仕切り部材の断続部分の長さは、仕切り部材の延在部分の長さの２０％以下
であることが好ましく、１０％以下であることがより好ましく、５％以下がさらに好まし
い。ここで、仕切り部材の延在部分の長さは、仕切り部材が被処理水の水面より上に出て
いる部分の長さを意味し、仕切り部材の断続部分の長さは、仕切り部材が断続している部
分の最短距離（隣接する延在部分の端部間距離や延在部分の端部と嫌気性反応槽内面との
間の距離）の総和を意味する。
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【００６４】
　仕切り部材は、流出部を含む部分よりも流出部を含まない部分の方が広くなるように設
けられることが好ましい。より好ましくは、仕切り部材は、流出部を含まない部分の面積
が流出部を含む部分の面積よりも１．５倍以上広くなるように設けられ、さらに好ましく
は、２倍以上広くなるように設けられる。特に、後述するような傾斜板が設けられない場
合は、このように仕切り部材が設けられることが好ましい。なお、仕切り部材が断続的に
設けられる場合は、仕切り部材の断続部分を最短距離で結ぶことにより、流出部を含む部
分と流出部を含まない部分を区分するものとする。
【００６５】
　嫌気性反応槽では、被処理水中で浮上した汚泥が、流出部を含まない部分に集まるよう
に形成されていることが好ましい。この点から、嫌気性反応槽の被処理水中には傾斜板が
設けられることが好ましい。傾斜板は少なくとも一部が傾斜していればよく、傾斜部分は
、鉛直断面で見て直線状に傾斜していてもよく、曲線状に傾斜していてもよく、またこれ
らの組み合わせでもよい。傾斜板は、上端が、仕切り部材に接続するか、流出部を含まな
い部分またはその上方もしくは下方に位置し、下端が流出部を含む部分の下方に位置する
ように設けられている。なお、傾斜板の上端が仕切り部材に接続する場合は、傾斜板と仕
切り部材が一体的に形成されることとなる。傾斜板の上端が流出部を含まない部分の上方
に位置する場合は、傾斜板の上端が流出部を含まない部分の鉛直上方の水面より上の空間
に位置することとなり、傾斜板の上端が流出部を含まない部分の下方に位置する場合は、
傾斜板の上端が流出部を含まない部分の鉛直下方の被処理水中に位置することとなる。傾
斜板の上端が流出部を含まない部分に位置する場合は、傾斜板が仕切り部材の下方を横切
り、傾斜板の上端が流出部を含まない部分に位置するように設けられることが好ましい。
一方、傾斜板の下端は、流出部を含む部分の鉛直下方の被処理水中に位置する。このよう
に傾斜板を設けることにより、流出部を含む部分の下方から汚泥が浮上する場合でも、汚
泥が傾斜板に沿って浮上することで、被処理水の水面の流出部を含まない部分に浮上させ
ることができる。その結果、浮上した汚泥が流出部を含まない部分に集まりやすくなり、
また嫌気性反応槽からの汚泥の流出を抑えることができる。
【００６６】
　嫌気性反応槽の後段には、濃縮槽が設けられることが好ましい。本発明では、嫌気性反
応槽に液体の供給管や撹拌板を設けることにより、嫌気性反応槽内の被処理水の水面に浮
上した汚泥を再沈降させて、嫌気性反応槽からの汚泥の流出を極力抑えるようにしている
が、汚泥の一部は、処理水流に伴って嫌気性反応槽から流出してしまう場合がある。特に
、嫌気性汚泥は比較的粒径が小さく、分散性も高いことから、その一部が嫌気性反応槽か
ら流出しやすい。そのため、嫌気性反応槽からの流出水に含まれる汚泥を回収するために
、嫌気性反応槽の後段に濃縮槽を設けることが好ましい。これにより、嫌気性処理工程で
得られた処理水を濃縮して濃縮汚泥を得ることができる（濃縮工程）。また、これにより
得られる分離液は固形分濃度が低減されたものとなるため、最終的に得られる処理水質の
改善も期待できる。
【００６７】
　濃縮槽は、嫌気性反応槽の流出部に連通して設けられ、嫌気性反応槽の処理水が流入し
、濃縮される。濃縮槽は、任意の固液分離手段により、処理水に含まれる汚泥を濃縮でき
るものであれば特に限定されず、例えば、沈殿分離、ろ過分離、膜分離、遠心分離等の分
離手段を採用できる。これらの分離手段は、組み合わせて用いてもよい。ろ過分離や膜分
離の場合は、洗浄や逆洗の際に発生した廃水を濃縮汚泥として用いることができる。
【００６８】
　濃縮槽では、固形分濃度が高められた濃縮汚泥と、固形分濃度が低下した分離液とが得
られる。このようにして得られた濃縮汚泥は嫌気性反応槽に返送することが好ましく、こ
れにより嫌気性反応槽の汚泥濃度を高く維持し、嫌気性反応槽における処理性能を高める
ことができる。
【００６９】
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　濃縮汚泥は、液体の供給管に移送して、当該供給管から供給する液体として用いること
が好ましい。これにより、供給管から液体を供給しても、嫌気性反応槽内の被処理水の希
薄化を抑え、被処理水の汚泥濃度を高く維持することができる。従って、本発明の水処理
装置には、濃縮汚泥を供給管に移送する移送手段が設けられることが好ましい。具体的に
は、濃縮槽と供給管とを繋ぐ返送流路が設けられ、返送流路にはポンプ等が設けられるこ
とが好ましい。
【００７０】
　次に、本発明の水処理装置の構成例について、図面を参照して説明する。なお、本発明
は、図面に示した実施態様に限定されない。
【００７１】
　図１には、液体の供給管を備えた水処理装置の構成例を示した。図１に示した水処理装
置は、被処理水２１の流入部２と、流入部２より上方に位置する処理水２２の流出部３と
を有し、流出部３の高さまで嫌気性汚泥を含む被処理水２１が保持された、上向流式の嫌
気性反応槽１と、嫌気性反応槽１に設けられた液体の供給管４とを有する。供給管４は、
被処理水２１の上部１／３の領域または嫌気性反応槽１内の水面より上方に位置し、略水
平方向に向いた開口５を有する。図１では、開口５が、嫌気性反応槽１内の水面を含む位
置に設けられている。また、流出部３は、越流堰により形成されている。なお図面におい
て、水面の位置は下向きの三角で示されている。
【００７２】
　図１に示した水処理装置では、被処理水２１を上向流式で嫌気性反応槽１に導入し、被
処理水２１中の嫌気性汚泥と接触させることにより嫌気性処理を行う嫌気性処理工程と、
供給管４の開口５から、嫌気性反応槽１に保持された被処理水２１に液体２３を供給する
液体供給工程とを行うことにより、嫌気性反応槽１での嫌気処理を好適に行うことができ
る。すなわち、略水平方向に向いた開口５を有する供給管４から液体２３を供給すること
により、被処理水２１の水面近くを撹乱して、被処理水２１の水面近くに略水平方向の水
の流れを形成することができ、これにより、被処理水２１の水面に浮上した汚泥からガス
を効果的に分離することができる。その結果、被処理水２１の水面に浮上した汚泥を沈降
させて、嫌気性反応槽１からの汚泥の流出を防ぎ、被処理水２１の汚泥濃度を高く維持す
ることができ、嫌気性反応槽１で嫌気性処理が好適に行われるようになる。
【００７３】
　嫌気性反応槽１には、嫌気性反応槽１内の水面を、流出部３を含む部分と流出部３を含
まない部分とに分ける仕切り部材７が設けられ、供給管４の開口５が、流出部３を含まな
い部分に位置するように設けられている。このように仕切り部材７を設けることにより、
流出部３を含まない部分に浮上した汚泥が流出部３から流出しにくくなり、流出部３を含
まない部分に浮上した汚泥を効率的に沈降させることができる。
【００７４】
　図２および図３には、図１に示した水処理装置に傾斜板と濃縮槽を設けた構成例を示し
た。なお、図２および図３に水処理装置に関する下記の説明では、図１の説明と重複する
説明を省く。
【００７５】
　図２および図３に示した水処理装置には、嫌気性反応槽１に保持された被処理水２１中
に、上端が流出部３を含まない部分の下方に位置し、下端が流出部３を含む部分の下方に
位置する傾斜板８が設けられている。傾斜板８を設けることにより、被処理水２１中で浮
上した汚泥が流出部３を含まない部分に集まりやすくなり、嫌気性反応槽１からの汚泥の
流出を抑えることができる。
【００７６】
　図２および図３では、嫌気性反応槽１の流出部３に連通して、嫌気性反応槽１の処理水
２２が濃縮される濃縮槽１１が設けられ、さらに、濃縮槽１１で得られた濃縮汚泥２５を
供給管４に移送する移送手段１３が設けられている。図では、移送手段１３として、濃縮
槽１１と供給管４とを繋ぐ返送流路が設けられている。このように構成することにより、
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濃縮汚泥２５を、供給管４から供給する液体２３として用いることができる。嫌気性反応
槽１から流出した処理水２２を濃縮槽１１で濃縮し、ここで得られた濃縮汚泥２５を供給
管４から供給する液体２３として用いることにより、嫌気性反応槽１内の被処理水２１の
希薄化を抑え、被処理水２１の汚泥濃度を高く維持することができる。濃縮槽１１からは
、固形分濃度が低減された分離液２４が流出する。
【００７７】
　なお図２では、濃縮槽１１が沈殿槽となっており、濃縮槽１１の下部に貯まった濃縮汚
泥２５を、供給管４から供給する液体２３として用いている。図３では、濃縮槽１１にろ
過層１２が設けられており、ろ過層１２の下から洗浄媒体を導入してろ過層１２を洗浄す
る際に発生する洗浄排水を濃縮汚泥２５として扱う。洗浄排水は、ろ過層１２の構成や洗
浄媒体の種類（液体、気体）等に応じて、ろ過層１２の上方から取り出すことが有効な場
合と、ろ過層１２の下方から取り出すことが有効な場合とがある。従って、どちらから洗
浄排水を取り出すのかは、装置構成や洗浄条件に応じて適宜決めればよい。
【００７８】
　図４には、撹拌板を備えた水処理装置の構成例を示した。なお、図４に示した水処理装
置に関する下記の説明では、図１の説明と重複する説明を省く。
【００７９】
　図４に示した水処理装置では、液体の供給管の代わりに、被処理水２１の上部１／３の
領域に撹拌板６が設けられている。図４に示した水処理装置では、被処理水２１を上向流
式で嫌気性反応槽１に導入し、被処理水２１中の嫌気性汚泥と接触させることにより嫌気
性処理を行う嫌気性処理工程と、撹拌板６により被処理水２１を撹拌する撹拌工程とを行
う。図４に示した水処理装置では、被処理水２１の上部に設けた撹拌板６を動かすことに
より、被処理水２１の水面に浮上した汚泥を揺動して汚泥からガスを分離し、汚泥を沈降
させることができ、被処理水２１の汚泥濃度を高く維持することができる。これにより、
嫌気性反応槽１での嫌気処理を好適に行うことができる。
【００８０】
　図４ではまた、嫌気性反応槽１に保持された被処理水２１中に、上端が仕切り部材７に
接続し、下端が流出部３を含む部分の下方に位置する傾斜板８が設けられている。図４で
は、傾斜板８は、仕切り部材７と一体化されている。このように傾斜板８を形成しても、
被処理水２１中で浮上した汚泥が流出部３を含まない部分に集まりやすくなり、嫌気性反
応槽１からの汚泥の流出を抑えることができる。
【００８１】
　本願は、２０１５年３月２７日に出願された日本国特許出願第２０１５－０６７１３２
号に基づく優先権の利益を主張するものである。２０１５年３月２７日に出願された日本
国特許出願第２０１５－０６７１３２号の明細書の全内容が、本願に参考のために援用さ
れる。
【実施例】
【００８２】
　以下に、実施例を示すことにより本発明を更に詳細に説明するが、本発明の範囲はこれ
らに限定されるものではない。
【００８３】
　有効容積９ｍ3、水深２ｍの嫌気性反応槽を用いて、下水（下水処理場の初沈流入水）
の嫌気性処理を行った。反応槽は、底部に流入部が設けられ、上部に流出部が設けられ、
液体の供給管が、水面を含む位置に開口が略水平方向に向くように設けられていた。また
反応槽には、仕切り部材と傾斜板が一体形成された部材が設けられ、仕切り部材によって
水面が流出部を含む部分と流出部を含まない部分とに分けられていた。原水を上向流式で
反応槽に供給して嫌気性処理を行った。実施例では、３０分に１回、供給管から処理水を
５秒間供給し、水面を撹乱した。供給管からの処理水の１日当たりの供給量は、原水の流
入量の１／１００とした。比較例では、供給管からの処理水の供給は行わなかった。
【００８４】
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　実施例と比較例の処理結果を表１に示す。原水は、ＢＯＤ、全ＣＯＤCr、ＳＳの各濃度
を測定し、処理水は溶解性ＣＯＤCr、有機酸の各濃度を測定した。ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ
、有機酸の各濃度はスタンダードメソッド（Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater）に記載の方法に従い測定した。また、反応槽のスカム厚と沈降汚
泥厚を、反応槽の水平方向４ヶ所について測定し、その平均値を求めた。
【００８５】
　実施例と比較例では原水性状に大差はなく、いずれも嫌気性処理により原水中のＣＯＤ
が分解されて低分子化されたが、処理水質には大きな差が見られた。実施例では、水面の
撹乱操作を行うことにより、反応層内で汚泥が浮上してスカム形成することが抑えられた
。そのため、反応槽からの汚泥の流出が抑えられ、反応槽内で嫌気性処理に有効に寄与す
る汚泥濃度を高く維持することができた。その結果、嫌気性処理を順調に行うことができ
、原水中のＣＯＤが有機酸を経てメタンガスと二酸化炭素までスムーズに分解され、有機
酸の蓄積が認められず、処理水ＣＯＤ濃度も低くすることができた。一方、比較例では水
面の撹乱操作を行わなかったため、反応槽内で汚泥が浮上してスカムが形成され、反応槽
からの汚泥の流出が高濃度で認められた。比較例では、原水中のＣＯＤが分解して生成し
た有機酸のさらなる分解（メタンガスと二酸化炭素への分解）がスムーズに進行せず、有
機酸濃度の上昇が認められ、処理水ＣＯＤ濃度が実施例の倍以上の濃度となった。
【００８６】
【表１】

【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、下水やし尿等生活排水、下水処理やし尿処理に伴い発生するプロセス排水、
食品工場、紙パルプ工場、化学工場等から発生する工場排水、家畜糞尿、畜産廃棄物の処
理により発生する排水等の処理に用いることができる。本発明の水処理装置は、例えば、
下水処理場、し尿処理場、各種廃水施設、浄化槽等に適用することができる。
【符号の説明】
【００８８】
　１：嫌気性反応槽
　２：流入部
　３：流出部
　４：供給管
　５：開口
　６：撹拌板
　７：仕切り部材
　８：傾斜板
　１１：濃縮槽
　１２：ろ過層
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　１３：濃縮汚泥の移送手段
　２１：嫌気性反応槽内の被処理水
　２２：処理水
　２３：液体
　２４：分離液
　２５：濃縮汚泥

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【国際調査報告】
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